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【手続補正書】
【提出日】平成26年12月25日(2014.12.25)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線通信の送受信の信号制御を行う通信制御部（４）と、
　前記通信制御部からの信号を変調及び電力増幅する送信部（５，２６）と、
　無線周波数帯により外部と通信を行うアンテナ（７）と、
　前記アンテナより受信した無線周波数帯の信号を電力増幅及び復調して前記通信制御部
へ出力する受信部（６，２７）と、
　前記通信制御部、前記送信部、前記受信部等へ電源を供給する電源生成部（９）と、
　前記電源生成部の消費電流値を検出する電流検出部（１０）と、
　複数の動作状態にそれぞれ対応した電流閾値が予め記憶された不揮発性メモリ（８）と
、
　前記電流検出部から取得した消費電流値と前記不揮発性メモリに記憶されている現在の
動作状態に対応した電流閾値とを比較することによって異常発振を検出する異常発振検出
部（４）と、を備え、
　前記通信制御部は、前記異常発振検出部が異常発振を検出したときに、前記送信部及び
前記受信部のいずれか一方のみを停止させ、再度、前記電流検出部から取得した消費電流
値と前記不揮発性メモリに記憶されている現在の動作状態に対応した電流閾値とを比較す
る第１処理を実行し、異常発振が生じていなければ、前記送信部及び前記受信部のうち動
作状態となっているいずれか一方のみの動作状態を継続させることを特徴とする無線通信
機。
【請求項２】
　前記通信制御部は、前記第１処理を実行した結果、異常発振が生じている場合、前記送
信部及び前記受信部のうちの停止状態となっている一方のみを動作させ、再度、前記電流
検出部から取得した消費電流値と前記不揮発性メモリに記憶されている現在の動作状態に
対応した電流閾値とを比較する第２処理を実行し、異常発振が生じていなければ、前記送
信部及び前記受信部のうち動作状態となっているいずれか一方のみの動作状態を継続させ
ることを特徴とする請求項１記載の無線通信機。
【請求項３】
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　前記通信制御部は、前記異常発振検出部が異常発振を検出したときに、前記第１処理と
して前記送信部のみを停止させることを特徴とする請求項１または２記載の無線通信機。
【請求項４】
　前記送信部及び前記受信部が動作していることを表示するための状態表示部（１１）を
備え、
　前記通信制御部は、前記送信部及び前記受信部のいずれが動作中であるかを前記状態表
示部に表示することを特徴とする請求項１ないし３のいずれかに記載の無線通信機。
【請求項５】
　前記不揮発性メモリには、前記異常発振閾値として、送信・受信待ち状態に対応した送
信・受信待ち状態異常発振閾値、送信待ち状態に対応した送信待ち状態異常発振閾値、受
信待ち状態に対応した受信待ち状態異常発振閾値、送信時異常発振閾値、受信時異常発振
閾値を記憶していることを特徴とする請求項１ないし４のいずれかに記載の無線通信機。
【請求項６】
　前記送信部及び前記受信部を内蔵した通信モジュール内蔵アンテナ（２１）を接続した
ことを特徴とする請求項１ないし５のいずれかに記載の無線通信機。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００５】
　請求項１の発明によれば、無線通信機が異常発振すると、無線通信機の消費電流が通常
よりも大きくなるので、消費電流値が現在の動作状態に対応した異常発振閾値よりも大き
くなった場合は異常発振が生じたと判断する。これにより、外部からの電波を受信してい
ない動作状態であっても異常発振を検出することが可能となる。
　また、異常発振を検出した際に送信部及び受信部のいずれか一方のみを停止した状態で
異常発振の有無を確認し、異常発振していなければ送信部または受信部のいずれか一方の
みの動作状態を継続するので、部品故障、設計不具合等により異常発振が生じた場合にお
いても、無線通信機として送信部もしくは受信部のみの動作が可能となる。
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